
 

 

                       議 案 第 ３４ 号 

 

松戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和３年１１月３０日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 国民健康保険法施行令の改正に伴い、未就学児の均等割保険料を減額すると

ともに、産科医療補償制度の加入掛金の見直しを踏まえた健康保険法施行令の

改正に伴い、出産育児一時金の基本額を増額するため。 

 

  



松戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

松戸市国民健康保険条例（昭和５８年松戸市条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条第１項中「 404,000 円」を「 408,000 円」に改める。 

第１２条の３中「第１９条第１項」の次に「及び第１９条の４」を加え、同

条第１号ウ中「第８１条の２第４項」を「第８１条の２第５項」に改め、同号

エ中「第８１条の２第９項第２号」を「第８１条の２第１０項第２号」に改め、

同条第２号エ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の２第１項」

を加える。 

第１５条の５の２中「第１９条第２項」の次に「及び第１９条の４」を加え、

同条第２号イ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の２第１項」

を加える。 

第１９条の見出し中「保険料」を「低所得者の保険料」に改める。 

第１９条の３の次に次の１条を加える。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１９条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という 。） がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第

１５条又は第１５条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額に、それ

ぞれ、10分の 5 を乗じて得た額とする（第３項に掲げる場合を除く ）。  

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、

「第１５条又は第１５条の４」とあるのは「第１５条の５の５又は第１５条

の５の８」と読み替えるものとする。 

３ 当該年度において、第１９条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１５条又は第１５条の４



の基礎賦課額の被保険者均等割額の保険料額から、第１９条第１項各号に規

定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる額を控除して得た額に、そ

れぞれ、10分の 5 を乗じて得た額とする。 

４ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、

「第１５条又は第１５条の４」とあるのは「第１５条の５の５又は第１５条

の５の８」と、「第１９条第１項各号」とあるのは「第１９条第２項の規定

により読み替えられた同条第１項各号」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第６条第１項の改正規定及び次項の規定は令和４年１月１日か

ら、その他の規定は令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第６条第１項の規定は、令和４年１月１日以後に

出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産

した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第１９条の４の規定は、令和４年度以後の年度分

の保険料について適用し、令和３年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 


